
◎スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の

推進に関する法律の一部を改正する法律 
（令和七年六月二〇日法律第七一号）（衆）   

一、 提案理由（令和七年六月一〇日・衆議院本会議） 

○中村裕之君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申

し上げます。 

 本案は、スポーツを取り巻く環境の変化に対応するため、スポーツ基本法について、

前文及び基本理念の見直し、地方スポーツ推進計画に係る規定の整備、基本的施策の拡

充等の措置を講ずるとともに、スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する

法律について、国等が連携を図る関係者として一般社団法人日本スポーツフェアネス推

進機構を明記するものであります。 

 本案は、去る六月六日、文部科学委員会において、全会一致をもって委員会提出の法

律案とすることに決したものであります。 

 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 

二、参議院文教科学委員長報告（令和七年六月一三日） 

○堂故茂君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文教科学委員会における

審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、衆議院文部科学委員長の提出によるものであり、スポーツを取り巻く環

境の変化に対応するため、スポーツ基本法について、前文及び基本理念の見直し、地方

スポーツ推進計画に係る規定の整備、基本的施策の拡充等の措置を講ずるとともに、ス

ポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律について、国等が連携を図る

関係者として一般社団法人日本スポーツフェアネス推進機構を明記しようとするもので

あります。 

 委員会におきましては、国のスポーツ予算の拡充の必要性等について質疑が行われま

したが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 以上、御報告申し上げます。 

 （注） 衆議院においては、委員会の審査は省略された。 


